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誰でも D C プ ラン 専 用 コールセンター

営業時間  10:00～17:00  ※土・日、祝日、年末年始除く  

0120-894-401☎
企業型の導入は厚生年金の適用事業所であることが条件となります（法人種別は問いません）。
制 度 導入には厚生労働省への申請・承認が必要です。また、所定の手数料が かかります。

経営者の皆さまへ



加入者 1名から導入可能

企業型確定拠出年金制度は、公的年金 (国民年金・厚生年金 )を補完する制度として、
2001 年に開始された制度です。企業が毎月拠出した掛金を、加入者が年金資産を自ら
運用し、その運用成績によって将来受け取る年金額が変わります。

加入 受取

年
金
原
資

受取開始年齢：
60～75歳で事業主が設定

一時金

年金
事業主が
掛金を拠出

運用商品は
加入者が選択

運用商品は
自由に変更

掛金

掛金

掛金

または

＊企業型の場合、iDeCo と異なり、事業主が定めると 70 歳まで積み立て可能です。

受取まで
安心管理

企業規模は問いません　中小企業の福利厚生に適した制度で社員も安心です
加入者 1名から制度がスタートできます

掛金は全額法人経費

受取時まで非課税で積立・運用

一時金で受け取る場合は在職中でも退職所得として分離課税

確定拠出年金の口座内の資金は個人のものです

年金資産は分別管理されます

投資信託の他、銀行の定期預金でも運用できます
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